
 
 

第２回岡山県各種商品小売業最低賃金専門部会 

議 事 要 旨 

１ 日 時 

   令和４年９月 12日（月） 午前 10時 00分～ 

 

２ 場 所  

   岡山市北区下石井１丁目４番１号 

    岡山第２合同庁舎 ２階 共用会議室Ｄ 

 

３ 出席者 

   公 益 委 員 ： ２人（欠席１人） 

   労働者側委員 ： ３人 

   使用者側委員 ： ３人 

 

４ 審議事項 

 （１）特定最低賃金基礎調査結果等資料説明について 

 （２）特定最低賃金改正決定の必要性の有無について 

 

５ 議事要旨 

 （１）特定最低賃金基礎調査結果等資料説明について 

    事務局より資料に基づき調査結果等について説明をした。 

 

 （２）特定最低賃金改正決定の必要性の有無について 

 岡山県各種商品小売業最低賃金改正決定の必要性の有無について審議さ

れ、労使双方の委員から、以下の意見が述べられた。 

  【労働者側の意見要旨】 

    ① 会社の経営状況、世界情勢や日本の情勢も大変厳しい状況だという 

認識は持っているが、そこで働く労働者に対する労働の対価として、 

賃金は欠かせないものであり、改定の必要性ありという前提で話をさ 

せていただきたい。 

    ② 県内の各種商品小売業の状況は、少しずつよい傾向になっていると 

いわれている。現状では地賃との差は１円だが、この１円の重みは大 

変大きいものと認識している。 

連合のリビングウェイジ 1,000円に対し、小売の最低賃金は 893円 

で、まだ十分な賃金をもらえていない。この状況で物価高であること 

を考えると、まだ厳しい状況が続いているのではないかと思っている。 

    ③ 小売業では新型コロナ流行前から慢性的な人手不足が続いていて、 

今、１番に問題となっているのがカスタマーハラスメントであり、労 

働者がこの業界から離れる原因となっている。この人員不足を補うた 



 

 

めには、手当などの改定も必要かもしれないが、賃金を上げていくこ 

とで歯止めがかかり、そこで働く人たちの意識の向上、魅力ある産業 

にしていくことにもなると思っている。 

 岡山の特定最賃７業種の中で、各種商品小売業が最も低いというこ 

とを踏まえると、今後、この各種商品小売業の賃金をどんどん上げて 

いかなければ人員不足は解消されないのではないかと思っている。 

 

  【使用者側の意見要旨】 

  ① 新型コロナウイルスに引き続き影響を受けつつ、個人消費について 

は少し持ち直しを続けている状況にあるが、先行きは非常に不安定な 

部分が大きいという状況にある。中四国百貨店協会の発表によると、 

2022年１月から６月までの県下の百貨店の状況は、前年は超えている 

が、コロナ前の１月から６月までを対比すると 80％を少し超えたとこ 

ろに留まっている状況にある。 

    ② 原材料費、円安の問題も含めて、光熱費などの高騰に関してはかなり 

経営に影響を及ぼしている。商品とかサービスへの転嫁がなかなか難し 

い業種であること、時間がかかったり、投資に関してもすぐにはできな 

かったりするものもあり、これについても時間をかけながらやらざるを 

得ない業種であることは御理解いただきたい。 

    ③ 雇用情勢に関しては、経済活動が回復してくると人手不足感は否めな 

いが、そうはいっても先行き不透明なので、積極的に採用するというこ 

とには至っていない。そこを踏まえると、もう少し慎重な見方が必要だ 

と思っている。 

    ④ 特定最賃の今後の必要性に関しては、地域別最低賃金の方が大幅に引 

き上がっている状況の中で、特定最低賃金の優位性が失われてきている 

というのは全国でも同様な例が出てきている。当県についても例外では 

なく、地域別最低賃金に委ねるタイミングを真剣に議論したい、検討し 

たいというのが一番大きくある。 

    ⑤ 各種商品小売業は、特定最低賃金近傍で働かれている方が非常に多い 

業種で、特定最低賃金の引上げが人件費やコストに及ぼす影響が非常に 

大きいというのは御理解いただきたい。 

人件費に振り分けられるコストにも限界がある中で、成果の配分、モ 

チベーションの向上のためにコストをかけたいところだが、どうしても 

最賃の対応の比率が高まるとそちらの方に振り分けられない。従業員の 

中でがんばったのに処遇が上がらないとか、要望に対する改善がなされ 

ないといった不満につながる可能性がある。採用者ばかり賃金が上がる 

ことへの不満につながることを経営者としても憂慮している。 

改正の必要性については反対するものではなく、従来主張してきた 

特定最賃の優位性の問題も含めて、今期については真剣に議論していき 

たい。 



 

 

 

（３）全会一致により必要性ありの結論に達したことが決議され、報告書を 

作成した。 

 

 （４）全会一致による決議のため、最低賃金審議会令第６条第５項適用によ 

り、岡山労働局長へ答申された。 

 

６ 配付資料  

・岡山県最低賃金基礎調査結果報告書（令和４年度） 

・各種商品小売業最低賃金 

  ① 岡山県最低賃金と特定最低賃金との比較 

  ② 各種商品小売業最賃と県最賃の年度別比較 

・岡山県各種商品小売業最低賃金改正決定の必要性の有無に関する報告書 

（案） 

・岡山県各種商品小売業最低賃金改正決定の必要性の有無について（答申） 

（案） 

   

 

 

 


